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新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて

日頃から本市の保健衛生行政の推進につきまして，格別の御協力をいただき厚くお礼申

し上げます。

さて，標記の件につきまして、令和２年６月２５日付けで厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部から事務連絡がありましたので，お知らせします。

１ 内容

令和２年６月２５日付けで，新たな新型コロナウイルス抗原検出用キットである「ル

ミパルス SARS-CoV-2Ag」（製造販売業者：富士レビオ株式会社）について，医薬品医
療機器等法の承認が得られ，保険適用となりました。つきましては，別添のとおり同省

から事務連絡がありましたので，お知らせいたします。

２ 関係改正通知

本取扱いに伴い，次の関係通知についても，一部改正されているため，併せて本市ホ

ームページ上に掲載いたします。

・ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項及び第

１４条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正）」

（令和２年６月２５日付け健感発０６２５第４号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知）

・ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウ

イルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」

（令和２年６月２５日付け健感発０６２５第５号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知）

・ 「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正）」

（令和２年６月２５日付け健感発０６２５第６号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知）

・ 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに

自治体における対応に向けた準備について（一部改正）」

（令和２年６月２５日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連

絡）

３ ホームページ掲載

旭川市ホームページ上の，「ホーム> 事業者向け> 健康・福祉・子育て> 医療機関・

薬局等> お知らせ> 感染症に関する通知 令和２年度」に掲載
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